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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年4月30日(2020.4.30)

【公表番号】特表2019-514090(P2019-514090A)
【公表日】令和1年5月30日(2019.5.30)
【年通号数】公開・登録公報2019-020
【出願番号】特願2018-539979(P2018-539979)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  21/41     (2013.01)
   Ｇ０６Ｆ  21/62     (2013.01)
   Ｇ０６Ｆ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   21/41     　　　　
   Ｇ０６Ｆ   21/62     ３１８　
   Ｇ０６Ｆ   13/00     ５１０Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月18日(2020.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　コンピューティングデバイスを、前記コンピューティングデバイスの少なくとも一部の
動作を制御する管理サービスに登録すること、
　前記コンピューティングデバイスに関連付けられたユーザの電子メールアドレスを取得
すること、
　電子メールアドレスに基づいて前記コンピューティングデバイスのオペレーティングシ
ステムのディストリビュータにユーザアカウントを、前記電子メールアドレスが前記オペ
レーティングシステムのディストリビュータのアカウントに関連付けられていない場合に
前記管理サービスに作成させること、
　ディレクトリサービスに基づいてユーザを認証することを、前記管理サービスに関連付
けられた認証サービスに対して要求すること、
　前記ユーザアカウントを、前記コンピューティングデバイスの企業ワークスペースに関
連付けること、を備える方法。
【請求項２】
　前記認証サービスは、セキュリティ・アサーション・マークアップ言語（ＳＡＭＬ）認
証サービスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザの認証を前記認証サービスによって実行すべきであることを、前記オペレー
ティングシステムの前記ディストリビュータに通知することをさらに備える請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記企業ワークスペースのためのアカウント構成設定ユーザインタフェースを生成する
こと、
　前記アカウント構成設定ユーザインタフェースにおける電子メールアドレス欄に、前記
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ユーザからの前記電子メールアドレス欄への入力を取得することなく、入力すること、を
さらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンピューティングデバイスの前記企業ワークスペースに前記ユーザアカウントを
関連付ける前に、前記認証サービスから認証確認を取得することをさらに備える請求項１
に記載の方法。
【請求項６】
　パーソナル・ワークスペース内のアクティベーションコンポーネントをアンインストー
ルさせることをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記オペレーティングシステムが前記企業ワークスペースを含むかどうかを、前記管理
サービスに通知することを、前記コンピューティングデバイスに実行させることをさらに
備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　システムであって、
　パーソナル・ワークスペースおよび企業ワークスペースを提供するオペレーティングシ
ステムを含むコンピューティングデバイスと、
　前記コンピューティングデバイスにより実行可能な複数のコンピュータ命令を格納する
ストレージデバイスと、を備え、
　前記複数のコンピュータ命令は、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法を前記コン
ピューティングデバイスに実行させる、システム。
【請求項９】
　コンピューティングデバイスにより実行可能な複数のコンピュータ命令を格納する非一
時的なコンピュータ可読媒体であって、前記複数のコンピュータ命令は、請求項１～７の
いずれか一項に記載の方法を前記コンピューティングデバイスに実行させる、非一時的な
コンピュータ可読媒体。
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